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平
成
２１
年
度
か
ら
６５
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
が
改
定
さ
れ

ま
し
た
。
 

６５歳以上 
の方の 

　
介
護
を
必
要
と
す
る
方
が
訪
問

介
護
等
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

た
場
合
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
た
事
業
所
に
支
払
わ
れ
る

費
用
は
、
４０
歳
以
上
の
方
が
納
め

る
保
険
料
と
公
費
（
税
金
）
お
よ

び
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
利
用
者
が

支
払
う
利
用
料
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。
 

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、
こ
の
制

度
に
係
る
費
用
が
増
え
る
と
、
財

源
と
な
る
保
険
料
の
額
が
増
加
す

る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
て
、
３
年

ご
と
に
将
来
の
高
齢
者
人
口
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
、
介
護
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
基
盤
整
備
な
ど
を

計
画
し
た
「
介
護
保
険
事
業
計

画
」
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
 

　
市
で
は
、
こ
の
た
び
平
成
２１
年

度
か
ら
２３
年
度
ま
で
を
計
画
期
間

と
す
る
「
第
４
期
八
潮
市
介
護
保

険
事
業
計
画
」
を
策
定
し
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
６５
歳
以
上
の
方
が
負

担
す
る
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま

し
た
。
 

   　
６５
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
は
、

市
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用

な
ど
か
ら
算
出
さ
れ
た
「
基
準

額
」
を
も
と
に
、
皆
さ
ん
の
所
得

に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。
 

　
基
準
額
と
は
、
各
所
得
段
階
に

お
い
て
保
険
料
を
決
め
る
基
準
と

な
る
額
の
こ
と
で
す
。
本
人
と
世

帯
の
課
税
状
況
や
所
得
段
階
に
応

じ
て
段
階
的
に
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
 

◎
保
険
料
に
つ
い
て
の
個
別
通
知

は
、
平
成
２０
年
の
所
得
お
よ
び
課

税
状
況
等
に
応
じ
て
計
算
し
、
６

月
中
旬
に
ご
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。
 

介
護
保
険
料
の
 

　
　
　
　
決
ま
り
方
 

基準額 
４７，３００円 

八潮市の介護サービス総費用のうち 
６５歳以上の人の負担分 

八潮市の６５歳以上の人数 

※八潮市の基準額月額３，９３４円 
（年額は百円未満切上げ） 

　全国平均基準額月額４，１６０円 

保険料を確認しておきましょう 

23,600円 
（基準額×0.5） 第1段階 

段階 保険料（年額） 対　　象　　者 

生活保護を受給している方 
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年
金を受給している方 

23,600円 
（基準額×0.5） 第2段階 

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計
所得金額＋課税年金収入額が80万円以下
の方 

35,400円 
（基準額×0.75） 第3段階 

世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外
の方 

43,000円 
（基準額×0.91） 

特例 
第4段階 

世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人が住民税非課税で、前年の合計所得
金額＋課税年金収入額が80万円以下の方 

47,300円 
（基準額） 第4段階 

世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税の方 
（特例第4段階以外の方） 

54,800円 
（基準額×1.16） 第5段階 

本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が125万円未満の方 

59,100円 
（基準額×1.25） 第6段階 

本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が125万円以上200万円未満の方 

70,900円 
（基準額×1.5） 第7段階 

本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が200万円以上400万円未満の方 

82,700円 
（基準額×1.75） 第8段階 

本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が400万円以上の方 

４00万円以上 

200万円以上400万円未満 

１２５万円以上２00万円未満 

１２５万円未満 

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
 

同
じ
世
帯
に
住
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る
 

前
年
の
合
計
所
得
金
額
※
2
は
?

※３　課税年金収入額 国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・
老齢福祉年金等は含まれません。 

※２　合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した金額のことで、
扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 

※１　老齢福祉年金 明治４４年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される
年金です。 

老齢福祉年金※1

を受給している 

前年の合計所得
金額※2＋課税年
金収入額※3が80
万円以下 

前年の合計所得
金額※2＋課税年
金収入額※3が80
万円以下 
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あ
な
た
が
住
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
 


